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２ 事 務 局 

（１）組 織（平成26年4月1日現在） 

人事委員会の権限の行使を補助させるため、委員会に事務局を置く（法第12条）。 

事務局の組織は、２担当で、次のとおりである。 

 

                       任用審査担当（５） 

 

事務局長    次長   総括次長補佐 

 

                          給与担当（３） 

                            （ ）内は、係人員 

 
（２）職員の定員・現員（平成26年4月1日現在） 

職員の条例定数は13人であり、現員は11人である。 

 

 事 務 局 長 事 務 職 員 合   計  

 １ 人 １０ 人 １１人  

 
（３）分掌事務 (平成26年4月1日現在）                 

（任用審査担当） 

人事委員会の会議事務に関すること。 

事務局の庶務・経理に関すること。 

人事行政の運営に関する総合的計画に関すること。 

職員の競争試験に関すること。 

職員の選考に関すること。 

任用候補者名簿に関すること。 

臨時的任用に関すること。 

任用に関する制度の研究及び統計調査に関すること。 

勤務成績の評定に関すること。 

研修に関する総合的計画に関すること。 

人事記録の管理に関すること。 

職階制に関する計画の立案に関すること。 

職員の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。 

職員の不服申立ての審査に関すること。 

職員団体の登録に関すること。 

（給与担当） 

    給与に関する調査統計に関すること。 

    給与に関する制度の研究及び給与計画に関すること。 

    給与に関する報告及び勧告に関すること。 

    職員に対する給与の支払監理に関すること。 

    職員の苦情の処理に関すること。 

    労働基準監督機関の職権行使に関すること。 

    職員の厚生福利制度及び勤務条件に関すること。 

    退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関すること。 


